
掛川市告示第２号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路区域を次のように変更する。

その関係図面は、平成27年１月13日から２週間掛川市維持管理課において一般の縦覧に供する。

平成27年１月13日

掛川市長 松 井 三 郎

旧新 敷地の幅員 延長
路線番号 路 線 名 区 間

別 （ｍ） （ｍ）

上張字青田854 旧 4.50 ～ 7.15 691.94
１１４１ 青田トンネル線

板沢字津島平848-4 新 4.50 ～ 7.15 691.94


